
１ いじめの発見（担任、学校）～いじめの疑いを含む

学校のいじめ対応について（いじめ対応の流れ）

２ 学校いじめ対策組織へ報告（校長、教頭）

３ 被害・加害・関係児童生徒への聞き取り

４ いじめの全体像の確認・認知判断

５ いじめとして認知した事案の対応（例）
（例）（例）（例）

被 害 児 童 生 徒 対 応

○被害児童生徒の安全・安心の確保

○被害児童生徒理解と心のケア

○被害児童生徒の意向（ニーズ）確認

○加害児童生徒との関係修復

○いじめの解消

○見守りの継続

被害児童生徒保護者対応

○状況や対応など速やかな連絡・報告

○保護者の辛さや不安への対応

加 害 児 童 生 徒 対 応
○被害児童生徒の気持ちの理解と反省

○教育的配慮のもと毅然とした指導

○自分の行為の責任の取り方
＊謝罪を強要しない 謝罪したいと思わせる
指導・助言

○正しい対人関係構築のスキルを提供

○被害児童生徒との人間関係の再構築

○自己有用感や学級への所属感の向上

加害児童生徒保護者対応
○状況や対応など速やかな連絡・報告

○怒りや情けなさ、自責の念などの理解

『いじめと認知』して対応開始！

対策組織会議

継続していじめと認知して対応  

○対応方針の決定

 ＊児童生徒の安心・安全の最優先

 ＊対応策の検討（誰に、何を、どのように等）

＊役割分担の検討（いつ、誰が、どこで、何を等）

＊スケジュールの検討（いつまでに、何を等）

 ＊組織的取組（全教職員に概要、方針、具体策を周知）

○保護者への報告（市教委、関係機関へ）

令和７年６月 教育支援課

＊報告内容の整理・共有（現在の状況・いじめの状況）

＊事実関係把握の指示、内容確認

（聴き取り対象、内容、留意点、いつ誰がどのように～）

    ＊保護者への連絡（市教委、関係機関へ）

＊個別に同時進行～「いじめ把握シート」等で同じ視点で聴き取る

＊事実確認と指導を区別

    ＊聴き取り情報の整理（発生日時、場所、内容等）

＊いじめの全体像を把握

～「いじめの背景」や「子どもの心理」など～

いじめが疑われる言動を目撃・発見、
本人・保護者の相談・通報、目撃情報など

いじめアンケート
調査結果など含む

対策組織会議

いじめとして認知しない

○ 保護者への報告 ⇒ 対応完了

＊担任の判断で動かな
い。(抱え込まない)
＊できるだけ速やかに
報告する。
＊コンパス P２５参照。

組織的対応については、

いじめ（疑いを含む）の事

案ごとに会議録を作成

する必要がある。

＊会議録には、聴き取り

時の記録も含める。

＊会議録はコンパス P２

９参照。

＊認知した案件は、「調査票２－１」及び必

要（特別対応）によって「調査票２－２」

を作成し局に提出（年３回報告）

いじめ対応は法令及び
国・道・市町村・各学校
の方針に基づいた対応
が求められる。
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対策組織会議

資料４
 



６ 特別な(重大事態にしない)対応が必要な事案の対応 

 被 害 児 童 生 徒 ・保 護 者 対 応   

① 丁寧なアセスメントによりいじめの状況の把握（ＳＣ、ＳＳＷ等の活用） 

（いじめの背景にある人間関係、被害児童生徒の心身の傷つきの程度、加害行為

の背景、加害児童生徒の抱える課題等） 

② ケース会議において、アセスメントに基づくプランニングの作成 

（被害児童生徒への援助方針及び加害児童生徒への指導方針、周囲の児童生徒へ

の働きかけの方針等） 

③ 被害児童生徒及び保護者に、確認された事実、指導・支援方針等の説明、同意 

 指 導・援 助 プ ラ ン と モ ニ タ リ ン グ の 実 施    

◆３ヵ月を目途に、丁寧な見守り、被害児童生徒及び保護者への経過報告と心理

的状況の把握等を行う。 

◆いじめの状況に応じて、警察へ相談するなど、学校外の関係機関との連携。 

７ いじめの解消の対応・判断 

８ いじめの重大事態への対応～法令に従って対応が求められる 

対策組織会議 

対策組織会議 

対策組織から 

調査組織設置へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

いじめに係る行為が 

止んでいる状態の期間 
年   月   日   ～    年   月   日 

解消の要件 

① いじめに係る行為が止んでいること 

・被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相

当の期間継続していること（少なくとも３か月を目安）。 

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

・被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないこと。 

・被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないことを面談等

により確認する。 

 

 

 

 

＊ 重大事態に係る対処は、学校の設置者である教育委員会と連携・協力の 

下で行う必要があることから、校長が重大事態か否かの判断に迷う時は、 

教育委員会と協議の上、迅速かつ適切に判断する。 

＊ 重大事態の発生が確認された場合、学校は、法第 30 条第１項の規定に基 

づき、直ちに電話等で教育委員会に重大事態の発生を報告する。その上で、 

文書にて重大事態発生の経緯を報告する。（この時点で、いじめの有無が確 

認できていなくてもよい） 

 

 

 

＊ 学校の組織的対応による安全確保と不安解消の支援 

＊ 保護者への対応方針及び対応経過の説明 

＊ 外部人材や関係機関等と連携した支援 
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いじめ解消時には、被

害・加害児童生徒及び保

護者への確認・連絡は必

須。解消の報告を「調査

書２－１」で行う。 

１ いじめの重大事態の判断・報告 

２ 被害児童生徒への支援等 

いじめ重大事態
が発生したと判
断した場合は「調
査書２－２」を速
やかに作成し教
育委員会に提出。 
その後、教育長が
教育委員に報告
するとともに、市
長に報告する。 
 

いじめの重大事態の対応について
は、被害・加害児童生徒及び保護者
からの聴き取りや対応状況などの
情報の整理と管理、各種会議の会議
録等の作成と保管が不可欠。 

指導・援助プランとモニタリングを３ヵ月程度継続しいじめ解消 

の要件が満たされている状況にある場合は、被害児童生徒及び保護 

者の同意を得て、いじめの解消となる。全教職員で情報共有。 

 



 

 

＊ いじめの行為に対する毅然とした指導     ＊ 調査組織の決定と調査の実施 

＊ 教職員、ＳＣ等による更生への支援      ＊ 「不登校重大事態」における調査 

＊ 保護者への説明や協力関係の構築       ＊ 被害児童生徒の保護者に対する情報提供 

＊ 必要に応じた別室等の学習の実施       ＊ 教育委員会・地方公共団体の長への報告 

＊ 警察や児童相談所等の関係機関と連携        ＊ 地方公共団体の長による再調査への協力 

 

 

 

３ 加害児童生徒への指導等 ４ 法令に基づく調査の実施と報告 


